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１ 教育委員会からの諮問 

 

 本審議会は、門真市附属機関に関する条例（平成 25 年門真市条例第３号）別

表２号の表門真市学校適正配置審議会の項の規定に基づき、門真市教育委員会

から次の内容について諮問を受け、審議を行いました。 

 

 

 

門真市学校適正配置審議会第四次答申以降の門真市立学校のあり方について 
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２ 令和の日本型学校教育と門真のめざす教育の実現に向けた 

これからの学校づくりの方向性  
 

本審議会の役割は、「令和の日本型学校教育」や第４次学校適正配置審議会

答申（令和２（2020）年２月）で示された「門真のめざす教育」を実現するた

めに、学校をどう創っていくのかを検討することです。 

第４次学校適正配置審議会答申から大きく年数は経過していませんが、子

どもたちを取り巻く環境や教育内容、子どもたち自身の多様化、今後の本市の

まちづくりの計画など、様々な状況が変化しています。 

そこで、本審議会では、「令和の日本型学校教育」や「門真のめざす教育」

の実現をめざすことを前提に、対象とする学校等に優先順位をつけながら、再

編を進めることとしました。また、対象となる学校や校区の中だけで学校等の

再編の検討をするのではなく、門真市全体の学校の将来像を見据えて、再編を

検討していくことを大切にしました。 

 

⑴ 令和の日本型学校教育 

 現在、教室には様々な特性を持つ子どもが存在し、子どもたちが多様化してい

ます。このような中で、教師一人による紙ベースの一斉授業を行うこれまでの授

業スタイルのままでは、多様化している子どもたちに対応し、「主体的・対話的

で深い学び」を実現することは困難な状況です。こうした状況も含め、現在、「個

別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実が求められています。 

 「個別最適な学び」とは、多様な子どもたちの教育的ニーズや一人ひとりの個

性や可能性をより伸ばすため、「指導の個別化」と「学習の個性化」を行い、児

童生徒自身が自己調整しながら進めていく学習のことです。 

 また、「協働的な学び」とは、 探究的な学習や体験活動等を通じ、子ども同

士や地域をはじめとした多様な人とのつながりの中で協働しながら進めていく

学習のことです。 

そして上記で述べたように、これらの学びをそれぞれ行うだけでなく、一体的

に充実する必要があります。例えば、「個別最適な学び」を「協働的な学び」に

還元し、またその成果を「個別最適な学び」に生かすなどといった、それぞれの

学びを一体的に充実させ、「主体的・対話的で深い学び」の実現を図ることで資

質・能力を育成していくことが今、求められています。 
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⑵ 門真のめざす教育 

子どもたちの将来の「自立」をめざす上では、多様な人とのつながりが大切

であり、第４次学校適正配置審議会答申（令和２（2020）年２月）で示された、

多様な人とのつながりの中で自分の生き方を見つける「門真のめざす教育」の

考え方を本審議会でも継続して大切にして、学校のあり方を考えていくこと

としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１】（第１回審議会資料）Society 5.0 の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ＜中間まとめ＞ 令和３年 12 月 24 日 

内閣府総合科学技術・イノベーション会議教育・人材育成ワーキンググループ 

【図２】 （第１回審議会資料）将来の自立をめざして自分の生き方を見つける教育 
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３ かわりゆく学校と門真市のまち 

 具体的な再編のあり方・学校配置について検討を進める上で、まずは必要とな

る学校やまちや今後のまちづくりなどの情報について整理し、基本的な考え方

を定めることとしました。 

⑴ 減少する「児童生徒数」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

門真市立学校の現状及び学級数見込み（令和５年５月１日時点）  

規模別の小学校一覧       
 

＜Ｒ１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｒ５＞ 

年　度 昭和４５年 昭和４６年 昭和４７年 昭和４８年 昭和４９年 昭和５０年昭和５１年昭和５２年昭和５３年昭和５４年昭和５５年昭和５６年昭和５７年昭和５８年昭和５９年昭和６０年昭和６１年昭和６２年昭和６３年 平成元年 平成２年 平成３年 平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年平成１１年平成１２年平成１３年平成１４年平成１５年平成１６年平成１７年平成１８年平成１９年平成２０年平成２１年平成２２年平成２３年平成２４年平成２５年平成２６年平成２７年平成２８年平成２９年平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和１０年令和１１年

小学校 11346 12621 13786 14432 15227 16,053 16,650 16,910 17,054 17,198 16,886 16,452 15,831 14,962 14,125 13,244 12,172 11,187 10,379 9,739 9,325 8,832 8,587 8,375 8,239 7,977 7,752 7,593 7,429 7,477 7,369 7,440 7,550 7,582 7,687 7,806 7,860 7,630 7,487 7,338 7,142 6,775 6,474 6,317 6,087 5,839 5,588 5,426 5,189 5,004 4,808 4,633 4,483 4,329 4,134 3,941 3,802 3,687 3,631 3,473

中学校 3514 3818 3939 4146 4466 5,045 5,604 6,195 6,685 6,887 7,202 7,428 7,809 7,845 7,916 7,921 7,707 7,439 6,914 6,289 5,709 5,280 4,867 4,452 4,116 3,929 3,814 3,658 3,588 3,433 3,422 3,271 3,247 3,243 3,305 3,340 3,340 3,508 3,563 3,593 3,488 3,522 3,548 3,433 3,234 3,062 2,976 2,861 2,732 2,669 2,603 2,516 2,374 2,296 2,223 2,199 2,092 2,007 1,902 1,850

合 計 14,860 16,439 17,725 18,578 19,693 21,098 22,254 23,105 23,739 24,085 24,088 23,880 23,640 22,807 22,041 21,165 19,879 18,626 17,293 16,028 15,034 14,112 13,454 12,827 12,355 11,906 11,566 11,251 11,017 10,910 10,791 10,711 10,797 10,825 10,992 11,146 11,200 11,138 11,050 10,931 10,630 10,297 10,022 9,750 9,321 8,901 8,564 8,287 7,921 7,673 7,411 7,149 6,857 6,625 6,357 6,140 5,894 5,694 5,533 5,323
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児 童 生 徒 数 の 推 移

小学校

中学校

合 計

（令和５年５月１日現在:人数）

6,625

24,088

昭和55年度時点 児童生徒数の

約27.5%にまで減少

推計

【図３】 （第１回審議会資料）児童生徒数の推移 
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規模別の中学校一覧       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の図からも読み取れるように、最も多い時期（昭和55年頃）と令和５年時

点を比べると、約27.5%まで児童生徒数が減少している状況です。  

また、児童生徒の増加とともに学校分離を行い、学校数を増やしてきましたが、

現状の児童生徒数に対して学校数が多い状況にあり、その結果、ほとんどの学校

が、令和11年時点の見込みでは、「小規模校」となってしまう可能性があります。 

  

 

 

＜Ｒ11＞（見込み） 

＜Ｒ１＞ 

＜Ｒ５＞ 

＜Ｒ11＞（見込み） 

【図４】 （第１回審議会資料）学校規模の現状と推移 
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⑵ 校舎の「築年数」 

 大規模改造を行っている学校もあるものの、大半の学校が令和５年時点で、築

50年を超えるなど、建て替えもしくは大規模な改修が必要となる学校が複数あ

る現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【図５】 （第１回審議会資料）学校施設の現状について 
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 ⑶ 門真市の「今後のまちづくり」  

 令和５（2023）年の大型商業施設の開業など、現在門真市のまちは大きく変わ

ろうとしています。また、令和８（2026）年度には南東エリアに本市初となる義

務教育学校である（仮称）門真市立水桜学園も開校し、「教育からまちを変える」

学校として人とのつながりを大切にした特色のある教育活動を実施していきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ⑷ これまでの「学校の変遷」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図６】 （第４回審議会資料）学校位置図 

【図７】 （第２回審議会資料）門真市立学校の変遷 
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門真の学校は1960年から1970年代を中心に、旧村の４つの小学校（門真小学校、

大和田小学校、四宮小学校、二島小学校）から分離設置されてきました。 

学校の児童生徒数や築年数、まちづくりなどは大きく変わりつつありますが、

この旧村の４つの小学校については、令和６年度現在で開校から約150年経過し

ていますが今も変わらず、学校としての歴史を歩み続けています。 

 

 ⑸ 学校再編が必要な背景  

上記の⑴⑵のような現状かつ子どもたちや子どもたちが置かれている環境が

多様化する中、令和の日本型学校教育や門真のめざす教育を実現するには、より

よく学習できる環境の整備が必要となります。 

例えば、門真のめざす教育で大切にしている「多様な人とのつながり」を創る

上では、一定の学級数や学校規模の維持などが必要です。また、令和の日本型学

校教育でも述べられている個別最適かつ協働的に授業を学んでいくためには、

既存の「教室の中で一斉学習を行う」だけの授業スタイルだけで実現することは

困難です。その上で多様な学習の場を子どもたちに提供するための校舎の工夫

も必要です。 

しかし、本市の学校の状況をみると、児童生徒数の減少や校舎の老朽化が著し

く、学習環境の整備という点において、十分とは言えない現状があります。限ら

れた予算の中で、今と将来両方を見据えた学校再編が求められています。 

このような背景から、本審議会では、「学校再編にあたっての基本的な考え方」

を整理し、この考え方をもとに学校の再編を検討していきました。 
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４ 今と将来両方の学校のこれから 

本審議会では、「３ かわりゆく学校と門真市のまち」での情報や背景を整理

し、門真市全体の学校の将来像を踏まえた学校の再編を検討するため、以下のよ

うな「学校再編にあたっての基本的な考え方」をまとめました。また、この基本

的な考え方については、具体的な学校再編を検討する際には何度もふりかえり、

検討を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 「これからの教育を実現する」ための検討 

子どもたちの多様化への対応や多様な人とのつながりを大切にした「門真の

めざす教育」の実現に向け、再編統合する学校だけに関わらず、市内全ての学校

で、「令和の日本型学校教育」や「門真のめざす教育」の実現をめざす必要があ

ります。そのため、これからの教育を実現することを前提として学校の整備を含

めた再編統合を検討していくこととしました。 

⑵ 「児童生徒数」を考慮した検討 

児童生徒数が今後も減少する見込みの中、子どもたちが多様な人間関係の中、

成長していくためには、一定数の児童生徒がともに学び、ともに育つ「横のつな

がり」のある環境が必要となります。そこで既に単学級になっている、また、将

来的に単学級となることが見込まれる学校については、速やかな検討が必要で

あると考えました。 

【図８】（第４回審議会資料） 学校再編にあたっての基本的な考え方 
ループ 
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⑶ 「老朽化した校舎」への対応    

 高度成長期の人口急増に合わせて、同時期に建設された門真の学校は、そのほ 

とんどが建設後 50 年以上が経過している現状があり、建替えや改修を検討する 

時期にもなっています。 

快適で楽しく過ごせる場所としてのこれからの学校づくりを考えるにあたっ 

ては、学校施設の築年数や過去の大規模改修の状況等を考慮した検討が必要で

あると考えました。 

⑷ 「今後のまちづくり」を考慮した検討    

今後大きく門真のまちづくりが進む予定であり、エリアによっては、未就学児

や児童生徒の増加、または、現在の推計よりも減少しない可能性があります。⑵

⑶で対象の優先順位をつけた上で、今後のまちづくりも踏まえ、より広い視野で

の学校等の再編の検討を行う上で必要であると考えました。 

⑸ 「学校の変遷」を踏まえた検討    

門真の小学校は、旧村の４つの小学校（門真小学校、大和田小学校、四宮小学

校、二島小学校）から分離設置されてきた歴史や、これまでの再編の経緯などに

ついては、地域とより一層連携し、地域とともにある学校づくりをする上で考慮

が必要です。⑷同様、⑵⑶で対象の優先順位をつけた上で、この学校の変遷等も

踏まえ、より広い視野での学校等の再編の検討を行う上で必要であると考えま

した。 

⑹ 「門真市全体の学校の将来像」を踏まえた検討  

⑵⑶で対象となる学校や校区だけでなく、⑷⑸の視点も踏まえ、より広い視野

から門真市全体の学校の将来像を見据えた再編統合の検討を本審議会では行う

ことを確認しました。また、学校だけでなく必要に応じて校区の再編についても

あわせて検討が必要であると考えました。 

その上で、本審議会では、ワークショップ形式の審議会などを複数回重ね、将

来的なエリア分けを検討しました。 

ワークショップでは、様々な意見が活発に飛び交い、中には、現状の校区割の

ままで検討していくといった意見や、市内に１小１中のみにしてはどうかとい

うような将来を見据えた意見も出ました。 

そこで、本審議会は「学校再編にあたっての基本的な考え方」に立ち戻り、今

回の答申では、今と将来両方の学校のこれからを考えるため、現在６中学校区あ

る校区割を４エリア程度にする再編をめざすこととしました。 



 

 

12 

 

そして、図９の４つのエリア分けのイメージや「学校再編にあたっての基本的

な考え方」①～⑤をもとに具体的提言の検討を進めていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図９】（第６回審議会資料）今と将来両方を見据えたエリア分けのイメージ案 
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５ 具体的提言 

⑴ エリア分けを行う上での考え方と優先順位の考え方について 

４エリアのエリア分けを明確にし、再編案を検討する上で重点を置いたのは以下の点

です。 

 

将来的な学校再編も見据え、市内中央付近の学校を維持すること 

市内中央付近の学校を維持できる再編を検討することによって、将来さらに再編が必

要な場合でも児童生徒の通学や市民の利便性を確保できると考えました。 

 

 

境界線として分かりやすい河川や道路の存在と通学路の安全 

門真市には国道163号線や第二京阪道路、近畿自動車道などの幹線道路が複数存在し

ます。また、市内中央には一級河川である古川が流れています。このような点も踏まえ、

校区の分かりやすさや通学路の安全確保の視点をもって検討しました。 

 

 

スピード感を持ちつつ、限られた予算を有効活用する学校再編 

現在の児童生徒数の減少、校舎の老朽化のスピードに対応できるよう、場合によって

は複数エリアで同時並行的に再編統合を行うことも視野に入れて検討をしてきました。 

また、エリアごとの将来像を見据えつつ、限られた予算の中でもスピード感を持って

再編を進めるため、新たな建設や改修のみならず、既に大規模改修を実施した校舎の有

効活用などを考慮しました。 

 

 

各エリアの児童生徒数・学級数の比較 

エリアごとの児童生徒数に大きな差が出ないよう、将来の推計も参考としてエリア分

けを検討しました。検討する中で、児童生徒数の増加が見込まれないエリアについて、

場合によっては、その学校の特色ある教育活動を理解した上で、校区外からも通学でき

るようにしてはどうかといった意見なども出ました。 

 

 

再編の優先順位と具体的な再編案 

現在、整備が進められている（仮称）水桜学園の校舎（新設）は、令和８（2026）年

からの運用が予定され、その３年後となる令和11（2029）年には、（仮称）四宮・北巣

本統合小学校の校舎（新設）の運用が予定されています。今後の再編においても、この

再編の流れを止めることなく、順序だてて着実に進めていくことが望ましいと考えます。 

本審議会では、児童生徒数や学級数の減少に伴う課題、校舎の老朽化や改修の状況な

どを踏まえながら、市内全域のエリア分けと同時に優先順位についても議論してきまし

た。優先順位の高い学校として、まず、北東エリアの３つの小学校の再編と南西エリア

の小中学校の再編が挙げられました。こうした優先順位も踏まえて、エリアごとの再編

整備について具体的提言を行うこととします。 
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⑵ 北東エリアについて  

 「児童の減少と校舎老朽化へ対応し、安心とつながりを確保する再編」 

㋓ 現大和田小学校区、上野口小学校区、古川橋小学校区（古川以東）、（仮称）

四宮・北巣本統合小学校区をエリアとする。中学校区は現第五中学校区と

する。 

① 大和田小学校、上野口小学校、古川橋小学校（古川以東）を統合し、上野

口小学校敷地に、小学校を新設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図 11】（第 7・８回審議会資料）北東エリア イメージ案 

 北東エリア（校区）を検討

する上で、最も重要となると

考えたのは、エリアの小学校

の児童数と校舎老朽化です。

四宮小学校と北巣本小学校は

既に新校舎建設に着手されて

いますが、残りの３校とも

に、多くの学年が単学級で校

舎も建替や改修が急がれる状

況です。 

このような点も踏まえ、本

審議会では、最も優先順位が

高い再編として、大和田小学

校、上野口小学校及び古川橋 

 小学校の一部を統合し、現上野口小学校敷地に小学校を配置し、（仮称）四宮・

北巣本の統合小学校と第五中学校の２小１中とすることを提案します。 

ただし、委員からは第五中学校がエリアの端に位置しており、将来的な学

校の再編を見据えた際には、よりエリアの中心に近い場所への配置について

もさらなる検討が必要と意見が出されました。 

 これにより適切な学級数を維持し、新しい校舎で、安心で縦・横のつながり

を生かした教育を実践できるようになると考えます。 

ただし、古川橋小学校（古川以東）については、現在の校区を変更すること

となることから、地域住民や保護者などの意見も踏まえながら、決定すること

が必要です。 

 【期待される効果と留意点】 

【現状を踏まえての提言】 
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⑶ 南西エリアについて    

               「今と未来を展望した段階的な再編」 
㋓ 現沖小学校区、五月田小学校区、二島小学校区、門真小学校区（163 号線以南）、速見小学

校区（163 号線以南）をエリアとする。中学校区は第二中学校と第七中学校の統合中学校

区とする。  

① 五月田小学校を沖小学校に統合する。 

② 第二中学校と第七中学校を統合する。なお校舎については、五月田小学校または第七中学

校の校舎を活用する。 

③ 殿島町、松生町、深田町、柳田町、一番町、桑才新町（府道深野南寺方大阪線以北）につ

いては、 北西エリアの再編に合わせ、南西エリアへ変更とし、沖小学校または二島小学校

及び②の中学校への通学を検討する。 

④ 将来像として、南西エリアの児童生徒の減少に応じて、施設一体型の小中学校を検討する。 

※①②③等の表記は優先順位ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

【図 12】（第 7・８回審議会資料）南西エリア イメージ案 

 南西エリア（校区）では、五月

田小学校では５学年が単学級、第

七中学校では各学年３学級で、近

いうちに２学級となることが見込

まれるとともに、今後も児童生徒

数の減少が予想され、多様なつな

がりを生むことが難しくなってく

ると言えます。また、第二中学

校、第七中学校は老朽化が進み、

改修や建替による対応の優先順位

が高くなっています。 

 エリアの将来像としては、エリ

アの中心となる五月田小学校や第

七中学校の敷地を活用した施設一

体型の小中一貫校を望む意見もあ

る一方で、市全体の中心にある沖

小学校やモノレール延伸等により 

【現状を踏まえての提言】 

 小学校及び中学校の再編によって、適切な学級数を維持し、よりつながりを生か

した教育を実践できるようになると考えます。また現在の校舎を活用することによ

り、限られた予算の中でスピード感をもって統合することが可能になります。 

なお、殿島町、松生町、深田町、柳田町、一番町、桑才新町（府道深野南寺方大

阪線以北）については、現在の校区を変更することとなることから、地域住民や保

護者などの意見も踏まえながら、決定することが必要です。 

 【期待される効果と留意点】 

今後は門真南駅周辺等校区内のまちづくりが見込まれる二島小学校を維持する意見も

ありました。これらのことを踏まえ、このエリアでは未来の学校像として施設一体型

の小中一貫校を展望しつつ、つながりの確保や中学校の校舎改善を優先し、大規模改

修を終えている現沖小学校と五月田小学校の統合及び校舎の改修を前提とした第二中

学校と第七中学校の統合を提案します。既存校舎を活用した再編を着実に進めつつ、

さらに未来の小学校及び中学校の再編を展望しています。 
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 ⑷ 北西エリアの再編について          

        「まちの変化に対応した再編」 

㋓ 現門真みらい小学校区、門真小学校区（国道 163 号線以北）、速見小学校区（国道 163 号線

以北）、古川橋小学校区（古川以西）をエリアとする。中学校区は現門真はすはな中学校区

とする。  

① 御堂町から現古川橋小学校へ通学している児童の通学先については、北東エリアの古川橋

小学校の再編に合わせ、門真みらい小学校に変更する。 

② 門真小学校及び速見小学校の児童数の減少に応じて両校を統合する。 

  統合に合わせ、殿島町、松生町、深田町、柳田町、一番町、桑才新町（府道深野南寺方大

阪線以北）は、南西エリアの小・中学校への通学を検討する。 

③ ②の統合小学校は、現第三中学校区から門真はすはな中学校校区に変更する。これに伴い、

第三中学校は廃止する。        

※①②③等の表記は優先順位ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北西エリアは主要な駅があ

り、今後特にまちづくりが進

み、児童生徒数の維持や増加が

期待できるエリアでもありま

す。現在のエリアの学校の現状

は、小中学校ともに統合が進ん

できています。 

一方で門真小学校は築 59 年

経過し、単学級の学年も発生が

見込まれており、速見小学校に

ついても大規模改修から 30 年

近く経過しているなど、２校と

もに建替えや統合等を検討する

時期にきています。  

このような点から、今後の児

童生徒数や築年数の推移を踏ま

えつつ、門真小学校と速見小学

校の統合及び第三中学校と門真

はすはな中学校の統合など、 

 

 

エリアのまちの発展に対応した再編を行うことを提案します。また、これらの再編

に合わせ、通学の安全や将来を見据えた学校配置の観点から国道 163 号線を境界と

して、国道の南側については、南西エリアの小中学校への通学を検討することを合

わせて提案します。 

 児童生徒が国道 163 号線を横断することがなくなり、より安全に通学できるように

なるとともに、小学校の再編によって適切な学級数を維持し、横のつながりを生かし

た教育をより実践できるようになると考えます。 

ただし、殿島町、松生町、深田町、柳田町、一番町、桑才新町（府道深野南寺方大

阪線以北）、古川橋小学校（古川以西）については、現在の校区を変更することとなる

ことから、地域住民や保護者などの意見も踏まえながら、決定することが必要です。 

 

 【期待される効果と留意点】 

【現状を踏まえての提言】 

【図 10】（第 7・８回審議会資料）北西エリア イメージ案 
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 ⑸ 南東エリアについて         

 「義務教育学校で創る特色ある教育を活かす再編」 

㋓ 現東小学校区を含めた義務教育学校区とする。 

① 東小学校は児童数の減少に応じて（仮称）水桜学園に統合する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 南東エリア（校区）を検討す

る上では、現在整備が進められ

ている義務教育学校を活かした

学校再編を検討しました。 

現在、エリアには義務教育学

校と東小学校があります。今

後、東小学校の児童数が著しく

減少した場合には、東小学校全

域を（仮称）水桜学園校区とす

ることを提案します。なお、東

小学校は一部の地域を除き、卒

業後には第五中学校に通学して

おり、東小学校の再編の際には

中学校区にも配慮が必要となる

ことから、北東エリアの再編の 

 

【図 13】（第 7・８回審議会資料）南東エリア イメージ案 

 将来的に義務教育学校のエリアになることによって、適切な学級数を維持

しつつ、令和８年度から開校予定の新しい義務教育学校の校舎にて、縦・横

のつながりを生かした特色のある教育を実践できるようになるとともに、学

校が南東エリアの拠点となっていくことを期待します。 

ただし、東小学校については、令和８（2026）年度より全域を第五中学校

とすることから、（仮称）水桜学園校区とする際には、これまでの校区再編の

変遷や地域住民や保護者などの意見も踏まえながら、決定することが必要で

す。 

 【期待される効果と留意点】 

【現状を踏まえての提言】 

状況も踏まえながら判断することが必要です。 
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６ 今と将来の学校を創る上での留意事項 

 
⑴ 具体的提言の実現に向けた速やかな実施方針等の作成 

門真市すべての子どもたちに対して、「多様な人とのつながり」や「多様な

学びの場」の創出など、よりよい教育環境の整備が必要であることから、適切

な順序性と、スピード感を持って学校再編を進めていく必要があります。 

今後、具体的な優先順位や再編時期等を示した実施方針を速やかに策定し、

着実に学校再編を進めることを期待します。 
 

⑵ エリア再編を行う際の配慮 
今回の具体的提言では、複数のエリアで校区の再編を提案しており、現状の

校区が大きく変わるエリアが生じます。具体的な校区を定める際には、地域等

の意見も踏まえながら、場合によっては、具体的提言に記載しているエリア分

けやタイミングなど、柔軟性に見直しながら進めることも求められます。また

通学先が変更となる児童生徒に対しては、経過措置や通学手段の検討などの

配慮についても検討が求められます。 

なお、再編後、著しく児童生徒数が減少する学校については、その学校の特

色ある教育活動を理解した上で、校区外からの通学を希望する場合は受け入

れる特認校とすることや、適応指導教室（教育支援ルーム）の機能の移転など、

現校舎や学校敷地の新たな可能性についても検討していく必要があります。 
 

⑶ 通学上の安全確保 
安心・安全な学校であるためには学校施設の環境整備はもちろんのこと、児

童生徒の通学上の安全確保についても最大限の努力が求められます。 
 

⑷ 地域コミュニティの再編・充実 
学校・校区の再編は当該地域コミュニティの再編にもつながることから、地

域の現状を踏まえつつ、地域間の連携や融合の視点を持って進めなければな

りません。地域とともにあるコミュニティ・スクールとしてや総合的な学習の

時間における探究的な学び、地域行事等において連携・協力を図るなど、地域

の特性・特色を活かした「縦のつながり」・「横のつながり」を最大限活用で

きる学校を地域とともに創り上げていくことが重要です。 
 

⑸ 特色のある教育活動の充実 
  学校再編にあたっては、校舎や児童生徒数といった教育環境の改善におけ

る整備だけではなく、就学前施設との連携や小中一貫教育の視点を持ち、それ

ぞれの校区（エリア）で掲げているめざす子ども像の実現に向け、重点的に取

り組んでいる教育活動をより一層充実させるなど、校区ごとの特色を活かし

た教育活動の充実が求められます。 
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お わ り に 
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